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極度ローン基本契約に関するお知らせ 
 

 

ジョイント・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 17年 12月 7日付「極度ローン

の設定に関するお知らせ」及び平成 19 年 3月 2日付「極度ローン基本契約の変更に関するお知らせ」で公表

しました極度ローン基本契約（その後の修正を含み、以下「本基本契約」といいます。）について、契約期間

満了に伴い、平成 20年 12月 8日付で終了させることといたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１.本基本契約の概要 

(1) 極度ローン貸付上限額 ： 250億円又は一定の算式による上限額（注）のいずれか小さい金額 

(注) 本投資法人が、貸出実行時において保有し又は取得する予定の一定の資産の鑑定評価額等を基準

として、極度ローン基本契約に定められた一定の算式をもって計算される金額 

(2) 契約期間満了日： 平成20年12月8日  

２.本基本契約の終了理由 

本基本契約の終了は、以下の理由により、本投資法人の今後の資金調達に影響を及ぼすものではなく、

また、コストや担保運営面でのメリットが認められることから、契約期間満了に伴い、本基本契約の借入

先との合意の上で、平成 20 年 12月 8日付で本基本契約を終了させることといたしました。 

・ 本基本契約の定める極度枠（以下「本極度枠」といいます。）は、案件ごとに借入審査を受けなければ

ならない、いわゆるアンコミット・ベースのものであり、資金調達において一定の機動性は認められ

るものの、本基本契約の終了により本投資法人の今後の資金調達に影響を及ぼすものではないこと 

・ 本極度枠の維持コスト(フィーの支払い等)が削減できること 

３.今後の見通し 

本投資法人の平成 21年 3月期（平成 20年 10 月 1日～平成 21年 3月 31日）における運用状況に与える

影響は軽微であり、本件による運用状況の予想の変更はありません。 

４.その他 

本基本契約に基づき借入れ済みの借入金の返済期日に変更はありません。 

以 上 

＊ 本資料の配布先 ： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページ： http://www.joint-reit.co.jp/ 


